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資 料 ３：令和６年度空家等対策事業実施予定 

参考資料 ：伊勢崎市空き家対策ガイドブック 

      第２次伊勢崎市空家等対策計画 



会 議 に お け る

議 事 の 経 過

及 び 発 言 の 要 旨 

《令和６年度第１回空家等対策協議会》 

 

１．開会 

 

司 会： これより令和６年度第１回空家等対策協議会の会議

を始めさせていただきます。 

はじめに、伊勢崎市空家等対策協議会運営要綱第

４条第２項の規定に基づき、委員の過半数が出席し

ておりますので、本会議が成立しておりますことを

ご報告いたします。（出席者９名、欠席者１名） 

これより議事の進行となりますが、伊勢崎市空家

等対策協議会運営要綱第４条第１項の規定に基づ

き、臂会長が議長となります。それでは、会長、宜

しくお願いいたします。 

 

２．副会長の選出 

 

議 長： 資料１の伊勢崎市空家等対策規則を御覧ください。

この規則中、第３条第３項に「副会長は委員の互選に

より定める」旨が規定されておりますが、どのように

したらよろしいでしょうか。 

 

委 員： 事務局案はありますか。 

 

議 長： 事務局に案があればお願いします。 

 

事務局： 事務局といたしましては、岡本委員にお願いできれ

ばと考えております。 

 

議 長： 事務局から「副会長に岡本委員」との案が出されま

したが、いかがでしょうか。 

 

委 員： 異議なし。 

 

議 長： 賛成ということで、岡本委員に伊勢崎市空家等対策

協議会の副会長をお願いし、今後の協議会運営の補佐

をお願いしたいと思います。 

 

３．報告事項 

 

事務局： 令和５年度空家等対策事業実績報告について説明

(資料２のとおり) 

 

議 長： ただいまの説明について委員の皆様よりご意見、ご

質問等はございますか。 



委 員： （質問なし） 

 

議 長： ご意見、ご質問等がないようでしたら、令和５年度

空家等対策事業実施報告については、以上となりま

す。 

 

４．協議事項 

 

事務局： 令和６年度空家等対策事業実施内容について説明

(資料３のとおり) 

 

議 長： ただいまの説明について委員の皆様よりご意見、ご

質問等はございますか。 

 

委 員： 空家対策においては、危険な空き家を除却すること

や、危険な状態になる前に空家を流通及び活用させる

こと等様々な対策があるかと思いますが、伊勢崎市は

どういった部分に力を入れていますか。それによっ

て、セミナーや相談会の内容も変わってくるかと思い

ます。 

 

事務局： はい。市内の2816件の空家等の内、ほとんどが老朽

度が１００点未満の空家等となっておりますので、利

活用できるものが多いのではないかと考えておりま

す。 

     空家等対策計画の24.25ページに本市の空家対策の

目標として、管理不全な空家の発生予防、空家等の適

切な管理の推進、空家等の利活用の推進の３つを記載

しておりまして、どれを優先的にということではな

く、３つを同時に進めているところです。 

 

委 員： どこの自治体でも、危険な空家等の予備軍のような

ものが多くあると考えてまして、市としてどういった

部分に力を入れているのか気になったので、質問させ

てもらいました。 

また、空家等の所有者は市外にいることも多いと思

いますが、そういった方にはセミナーや相談会、補助

金等の情報は届きにくく、なおかつ空家等に苦情が出

た場合も対応がすぐにできないことも多いと思いま

す。よって市外の所有者へのアプローチというのも重

要な課題かと思います。例えば、納税通知書等にチラ

シを同封するなどといったことは多くの市町村で効果

をあげていると聞いています。納税部署との調整等、

難しい部分もあるかとは思いますが、そういったとこ

ろも含めて様々な策を打てると良いと思います。 



 

事務局： 納税通知書へのチラシ等同封の件につきましては、

今年度課税担当課と打合せを行った結果、郵便代の都

合で実施には至りませんでしたが、本市では毎年、納

税通知書の封筒に、空家について利活用を促す内容等

を掲載しております。 

 

委 員： 郵便代については、市外の方だけであればいくらに

なるか、解体の補助金等から捻出できないか等、検討

するのもよいかもしれないですね。一番良いのは危険

な空き家にしないことですが、その辺は課をまたいで

の調整等が発生すると難しいところですね。 

 

議長：  まだまだ伊勢崎に住みたいというニーズもあります

ので、新築ではなく今ある空き家を活用していただけ

ればありがたいと考えております。そういった意味

で、空き家改修の補助金等も実施しているのですが、

なかなか移住者を対象としたものは申請がない状況で

して、やはり市外の方へ情報が行き届いていないとい

うことを実感しております。これに関しては市だけで

はどうにもならない部分もありますので、関係団体等

の協力もいただきながら、結果に結びつくように取り

組んでいきたいと思います。 

 

委 員： 区長会でも空き家に関する情報等は持っていますの

で、区長会のタイミング等で区長に事業等の説明を

行ってもよいのではないでしょうか。 

 

事務局： はい。毎年行っている空き家報告のお願いをする際

に市の空家の現状や事業の内容等についてもご説明さ

せていただければと思います。 

 

委 員： 空家除却補助事業について、事業開始当初に比べて

申請件数が増加しているかと思います。そういった推

移やその理由等もわかると今後に活きるのではないか

と思います。 

 

事務局： はい。除却補助事業について、大きく変わったとこ

ろといたしますと、これまでは申請期間終了後に選考

により交付決定を行っていたものを、昨年度から先着

順での交付決定としました。それによって、今年度は

申請期間前半に多数の申請が来ているのだと考えてお

ります。 

 

委 員： 市内転居者空き家改修補助事業に関して、市内の外



国の方からの問い合わせ等は多く来ていますか。 

 

事務局： 外国の方からの問い合わせは、空き家情報バンクに

関するものが多いです。 

 

委 員： そうなんですね。古い建物を見ていると、外国の方

が住んでいることもよくありますので、そういった需

要もあるようですね。 

 

事務局： はい。空き家を探している外国の方は窓口にも来る

ことがあります。 

 

委 員： 令和５年度の実績報告の中で、所有者からの売買の

相談が、45件となっていましたが、これだけ相談が

あっても空き家情報バンクの登録件数が少ないのは何

かハードルがあるんでしょうか。 

 

事務局： 空き家情報バンクに登録するとは市のＨＰに掲載さ

れることになりますので、そういった部分で抵抗があ

る方はいらっしゃるかもしれないと考えております。 

 

委 員： 空き家情報バンクに掲載されている物件はどういっ

た方が買うことが多いのですか。 

 

事務局： 市では買い手の情報等はいただいてない状況です。 

 

委 員： どういった方が買っているのか分かると、アプロー

チするべき層が見えてきて良いと思います。古くて売

れなそうな空き家でも意外に売れることがあるので、

どれだけ空き家を欲しがっている層にアプローチでき

るかが重要だと思います。 

 

議 長： 買い手の情報については、把握するようにもできる

かと思いますので、取り組んでいければと思います。 

 

事務局： 空き家情報バンクについては成約時に提出してもら

う様式が定まっておりますので、要綱や様式の改正も

含め検討していきたいと思います。 

 

委 員： 情報バンクに限ってではなく、連携している不動産

団体等へ価値の低廉な不動産をどういった方が買って

いるか聴き取りを行う程度でも流通につなげられるか

と思います。 

 

委 員： 流通するのはもちろん良いのですが、外国人の方が



買って、別の人に住ませるということも最近では多

く、地域としては困りごとも増えている状況です。 

 

委 員： 外国人ということで購入等を制限するのは難しいで

すし、危険な空き家になるのを放置するのも当然良く

ないことですので、その辺りのバランスは難しいとこ

ろですね。 

 

委 員： 実績報告の際に空家の苦情については雑草樹木の繁

茂に関するものがほとんどであり、その半数ほどが改

善したとの話がありましたが、これらは市が剪定等し

たのですか。 

 

事務局： いいえ。所有者等が市からの改善依頼によって剪定

等の対応を行ったものです。 

 

委 員： そうですか。樹木や雑草繁茂に関する苦情の多さを

知り、改めて危機感を抱きました。 

 

委 員： 最近は空家等に対する泥棒が多く発生しているので

すが、そういった相談を市ので受けたものはあります

か。 

 

事務局： はい。市にもそういった相談が来ることはあり、集

計ではその他の苦情として集計しております。 

 

委 員： 空き家の所有者や管理者と接触する際に、警察で作

成したチラシを配布する等、防犯対策の指導も併せて

行っていただけるとありがたいと考えます。 

 

議 長： 今後さらに問題となってくる部分だと思いますの

で、市としてもできる対応はしていきたいと考えてお

ります。 

 

委 員： 弁護士の方にお聞きしたいのですが、相続放棄をさ

れた空き家に関して、有効に活用する方法はあるので

しょうか。 

 

委 員： 財産管理人制度という、管理者がいない土地建物を

申し立てによって裁判所の管理下に入れ、売却等を行

う制度がありますが、裁判所の管理下に入れるための

費用が多くかかるため、誰が費用をかけて申し立てす

るのかという問題があります。 

 

委 員： 前任の議員から引き継いだ案件で、相続放棄されて



しまったことで20年以上放置され問題になっている空

き家があります。そういったものもあるので、なんと

かできる制度があればと思っています。 

 

委 員： 制度はあるのですが、誰が費用をかけて制度を活用

するのかという部分が難しいところになっています。 

 

議 長： その他ご意見、ご質問等がないようでしたら、令和

６年度空家等対策事業の実施予定については、以上と

させていただきます。 

 

 

５．その他 

 

議 長： 最後に本市の空き家対策について委員の皆様よりご

意見、ご質問等はございますか。 

 

委 員： （質問なし） 

 

議 長： 事務局から何かありますか。 

 

事務局： ３点ほど、ご報告があります。 

     １点目は空き家の緊急安全措置についてです。現

在、伊勢崎市の境地区内の空き家について、屋根瓦が

道路に落ちそうな建物がございまして、屋根の緊急修

繕を業者委託にて行っている最中です。委託期間は今

日までとなっておりますので、次回の協議会で詳細を

ご報告したいと考えております。 

２点目は、配布した写真をご覧ください。令和３年

度の協議会でご審議いただき、認定となりました上諏

訪町地内にある特定空家についてですが、令和４年度

に所有者と接触ができ、良い方向に進み、先月６月に

解体され、更地になっておりますので、特定空家の解

除となりました。また、現在、伊勢崎市での特定空家

の認定状況については、１軒となります。 

最後になりますが、本日の協議会でご審議いただい

た内容について、早急に議事録の案を取りまとめ、委

員の皆様へ送付させていただきます。内容をご確認い

ただき、修正等を行った上で、議事録を確定し、公表

する予定となっておりますのでよろしくお願いいたし

ます。事務局からは以上となります。 

 

議 長： 他にないようでしたら、ここで議長の任を降ろさせ

ていただきます。本日はありがとうございました。 

 



６．閉会 

 

司 会： 以上で令和６年度第１回空家等対策協議会を終了さ

せていただきます。 

 

 


